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   平成３０年度調布市下水道事業特別会計予算  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  平成３０年  ３  月  １  日  

 

 

               提出者  調布市長  長  友  貴  樹  
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   平成３０年度調布市下水道事業特別会計予算  

 

 

 平成３０年度調布市の下水道事業特別会計の予算は，次に定めるところに

よる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条   歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ  3,640,276千円と定める。  

２   歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表歳入歳

出予算」による。  

 （債務負担行為）  

第２条  地方自治法  (昭和２２年法律第６７号 ) 第２１４条の規定により債  

  務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表  

  債務負担行為」による。  

 （地方債）  

第３条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方  

  債の起債の目的 , 限度額 , 起債の方法 , 利率及び償還の方法は , 「第３表  

  地方債」による。  

   (一時借入金 ) 

第４条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れ

の最高額は，  500,000千円と定める。  

 

 

  平成３０年  ３  月  １  日   提出  

 

 

                   調布市長  長  友  貴  樹  

 



歳　入

金 額

　　　　　　　千円

5 分 担 金 及 び 負 担 金 4,003

5 負 担 金 4,003

10 使 用 料 及 び 手 数 料 1,987,020

5 使 用 料 1,986,499

10 手 数 料 521

15 国 庫 支 出 金 106,000

5 国 庫 補 助 金 106,000

20 都 支 出 金 5,300

5 都 補 助 金 5,300

25 財 産 収 入 　 140

5 財 産 売 払 収 入 140

30 繰 入 金 771,004

5 一 般 会 計 繰 入 金 771,004

35 繰 越 金 10,000

5 繰 越 金 10,000

40 諸 収 入 409

5 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料 1

10 市 預 金 利 子 1

15 雑 入 407

90 市 債 756,400

5 市 債 756,400

3,640,276

歳　出

金 額

　　　　　　　千円

5 総 務 費 501,175

5 総 務 管 理 費 501,175

10 事 業 費 2,801,197

5 管 渠 整 備 費 2,801,197

15 公 債 費 327,903

5 公 債 費 327,903

20 諸 支 出 金 1

10 繰 出 金 1

90 予 備 費 10,000

5 予 備 費 10,000

3,640,276

第 １ 表　　歳　入　歳　出　予　算

款 項

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計　　

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計　　

款 項
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野川処理区整備 55,500

事業

管渠建設事業 364,800

都道共同工事事業 86,400

下水道施設長寿命化 249,700

事業

756,400

証書借入
又は

証券発行

5.0％以内
（ただし，
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について，
利率の見直
しを行った
後において
は，当該利
率見直し後
の利率）

　借入れのときから据置
きを含み，40年以内に年
賦又は半年賦の元金均等
又は元利均等償還とす
る。ただし，財政その他
の都合により据置期間及
び償還年限を短縮し，若
しくは繰上償還又は低利
に借り換えることができ
る。

計

第 ２ 表　 債　務　負　担　行　為

第 ３ 表　 地　　　　方　　　　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

自　平成３０年度

　　　 千円

公 営 企 業 会 計 シ ス テ ム 導 入 委 託

至　平成３１年度

事 項 期 間 限 度 額

千円　

９，４５０
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下水道事業特別会計予算説明書 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


